
マンション管理の適正化に関する取組
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京都の景観政策



京都の景観政策とマンション事情



マンションの高経年化の進行



（参考）築４０年超のマンション分布



老朽化の兆候が見られるマンション

○築年数の経過により「要修繕」判定が多いが、早いものでは築２０年
を超えた頃から老朽化の兆候が見られる。

○小規模マンションほど「要修繕」箇所が多い傾向



マンションの特殊性と管理不全
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マンション管理支援のあゆみ
昭和56年 12月 京滋マンション管理対策協議会が発足

→会員マンションの実態調査を実施し、建築士の派遣や弁護
士の無料相談などを行う「管対協コンサルタント」制度を設立

→大規模修繕工事の見学会などを開催 等

平成12年度 マンション実態調査（全数）
平成13年度 すまいよろず相談、すまいスクール出張版 開始

8月 マンション管理適正化法施行
12月 前々・京都市住宅マスタープラン 策定

→「分譲マンションの適切管理を明記」

平成17・18年度 高経年マンション実態調査
平成19年度 分譲マンション建替え・大規模修繕アドバイザー派遣制度 開始

分譲マンション耐震診断補助制度 開始
（改修補助20年度～、計画作成補助24年度～）
分譲マンション実態調査（全数）

9月 新景観政策施行
平成22年 3月 前・京都市住宅マスタープラン 策定

→「予防的な観点を重視した分譲マンションの適切な維持管理の推進」を明記

平成22年度 高経年マンション専門家派遣事業 開始
平成23年度 高経年マンション実態調査
令和元・2年度 分譲マンション実態調査（全数）
令和4年度 3月 京都市分譲マンション管理適正化推進計画 策定

9月 管理計画認定制度 開始

草創

発展

充実

民間主導



景観規制強化に対応した施策

新景観政策をはじめ、歴史都市「京都」を未来に
引き継ぐため、高さやデザインなど厳しい景観規
制を実施

高度な専門性を有する、マンションの建替えや大規模修
繕工事に対する助言の必要性

「分譲マンション建替え・大規模修繕アドバイザー
派遣」事業を開始（平成19年～）

先の実態調査から、「高経年マンション」で居住者の高
齢化や居室の賃貸化が進み管理不全に陥る可能性が高い。

平成17・18年度「高経年マンション実態調査」
平成23年度「高経年マンション実態調査」
→“要支援マンション”の定義と抽出

「高経年マンション専門家派遣事業」を開始
（平成23～）
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マンション管理適正化法の改正（令和４年度施行）

○管理組合に対し行政が助言・指導・勧告
○マンションの管理計画が一定の基準を満たすマンションを行政が認定
する「管理計画認定制度」の創設



管理計画認定制度（令和４年９月開始）

○マンションの管理面を客観的に評価する、初めての仕組み
○管理面の“見える化”が、区分所有者の意識向上に。流通・資産価値に
も寄与するメリット

○住宅金融支援機構の金利優遇（共用部分リフォーム融資、マンション
すまい・る債）が適用

○令和５年度税制改正では、大規模修繕工事後の固定資産税の減額特例



京都市の第一号認定マンション



管理計画認定の普及に向けた施策

○分譲マンション管理アドバイザー派遣事業の拡充【令和４年４月～】

○京都府マンション管理士会による無料相談を開始【令和４年９月～】

○京都府マンション管理士会、住宅金融支援機構近畿支店と連携し、
「マンションに迫る“２つの老い”」をテーマに、マンションの管
理の重要性、管理計画認定の活用方法やメリットの解説動画を配
信【令和５年３月～】

○京都府マンション管理士会と連携協定を結び、管理計画認定基準
の適合状況をチェックするサービスを開始【令和５年４月～】

○マンション管理組合同士の交流会【予定】



おわりに

京都の歴史ある優れた景観を守り快適な住環境を未来に引
き継いでいくためには、マンションの所有者、マンションの
開発業者、管理業者、そして市民全体が、マンションを社会
資産として捉え、保全していくことが重要。


